
◎外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律 
（平成二九年五月二四日法律第三八号）   

一、提案理由（平成二九年四月一四日・衆議院経済産業委員会） 

○世耕国務大臣 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、その

提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

 海外のすぐれた人材、技術、ノウハウ等を我が国に呼び込むことは、生産性の向上や

雇用の創出等に貢献するものであり、我が国の国際化の推進は、さらなる経済成長のた

めの重要な基本指針です。 

 一方で、情報通信技術や新素材、精密加工等の先端的な民生技術が防衛装備に利用さ

れるようになり、世界の安全保障戦略にも影響を与えるようになっています。また、北

朝鮮による核・ミサイル開発の進展や、南シナ海における緊張の増大など、我が国を取

り巻く安全保障環境は厳しさを増しているところです。 

 こうした状況の変化に対応するため、安全保障上機微な技術の管理のさらなる厳格化

を図るとともに、輸出入に係る規制の実効性の強化を図るべく、本法律案を提出した次

第であります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、無許可輸出等に対する罰則を強化します。これまで核兵器等の大量破壊兵器

に関連する貨物や技術の無許可輸出等に係る罰金額の上限が一千万円だったものを三千

万円まで引き上げるとともに、法人に対しては罰金額の上限を十億円とする法人重科制

度を新設するなど、罰則を大幅に強化します。これにより、違法流出の抑止力を高めま

す。 

 第二に、輸出入規制における行政制裁逃れへの対策を講じます。輸出入の禁止等の行

政制裁を命じられた法人の役員が別法人を利用して禁止された輸出入を継続するといっ

た行政制裁逃れに対応するための制度等を新設します。これにより、輸出入規制の実効

性を強化します。 

 第三に、我が国独自の輸出入禁止措置に違反した者への行政制裁を強化します。これ

まで行政制裁の期間の上限が一年間だったものを三年間に延長します。これにより、輸

出入禁止措置に反する行為への抑止力を高めます。 

 第四に、対内直接投資等に係る規制を強化します。国の安全を損なうおそれのある場

合について、外国投資家間における非上場会社の株式の譲渡に対する審査つき事前届け

出制度や、違法な対内直接投資等を行った外国投資家に対して事後的に株式売却命令等

の措置命令を行うことを可能とする制度を新設します。これにより、投資や買収を通じ

た機微技術の流出を適切に管理できるようにします。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成二九年四月二一日） 



○浮島智子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、安全保障に関連する機微な技術等の海外への流出の懸念が増大していること

に鑑み、機微な技術等の管理の厳格化等の措置を講じようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、許可を受けない輸出等に対する罰金額の上限を引き上げ、法人重科制度を創

設すること、 

 第二に、対内直接投資について、審査つき事前届け出制の規制対象に、外国投資家が

他の外国投資家から非上場株式を取得する行為を追加すること 

等であります。 

 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、翌十四日世耕経済産業大臣から提案理

由の説明を聴取し、十九日、質疑を行った後、採決の結果、全会一致をもって原案のと

おり可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年四月一九日） 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 世界の安全保障環境が厳しさを増している現状を踏まえ、罰則等の強化を図る本改

正が、安全保障貿易管理の厳格な実施について実効を上げ、我が国を含む国際社会の

平和及び安全の維持に資するものとなるよう、関係省庁の一層緊密な連携を図るとと

もに、海外における我が国の政府関係機関や進出企業等との連携強化を図ること。 

  また、安全保障貿易管理体制の構築に取り組む各国政府等との連携を深めるよう、

情報提供等の支援措置を講ずること。 

二 海外でのビジネス展開等を図る中小企業の取組に対して、本法の定める輸出管理規

制が適正に実施されるよう、講習会の開催や中小企業の海外展開支援施策との連携等、

中小企業の十分な理解と協力を得るための所要の措置を講ずること。 

三 海外の優れた人材や技術を呼び込むことは我が国経済の発展にも資するものである

ため、引き続き対内直接投資の一層の活性化に向けた取組を進めつつ、他方で、国の

安全等に係る対内直接投資については、機微技術の流出が生じることのないよう、規

制の確実な実施を図ること。 

  また、審査に係る申請者や外国投資家等に対して、本法に基づく我が国の対内直接

投資規制の考え方等が十分理解されるよう、事前及び事後に情報を提供する等の説明

責任を果たすこと。 

四 クラウド空間に安全保障上の機微な技術情報を保存・管理する企業に対し、運営状

況の報告を定期的に受ける等の適切な指導を行うこと。 

五 安全保障上の機微な技術情報の管理の強化の観点から、「みなし輸出」管理の在り



方等の諸課題について検討を進めること。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成二九年五月一七日） 

○小林正夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ 

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、事業の国際化の加速等に伴い、安全保障に関連する技術又は貨物の海外 

への流出の懸念が増大していることに鑑み、貨物の無許可輸出及び技術の無許可取引に 

対する罰則を強化するとともに、輸出入規制における行政制裁及び対内直接投資に関す 

る規制を強化する措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、罰則強化の不正輸出等に対する抑止効果、輸出管理規制の国 

際的な調和の必要性、企業や大学における輸出管理の取組、対内直接投資等に対する適 

切な規制の実施等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願 

います。 

 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの 

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年五月一六日） 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 世界の安全保障環境が厳しさを増している現状を踏まえ、実効性のある安全保障貿

易管理の実施に資するよう、関係省庁の一層緊密な連携を図るとともに、海外におけ

る我が国の政府関係機関や進出企業等との連携強化を図ること。また、安全保障貿易

管理体制の構築に取り組む各国に対し情報提供等の支援を行うとともに、国際的な連

携を強化すること。 

二 中小企業や大学等における安全保障貿易自主管理体制の構築を進めるに当たっては、

企業や大学等の実情や意見を十分踏まえるとともに、講習会の開催やアドバイザーの

派遣等必要な支援措置を講ずること。さらに、海外での事業展開を図る中小企業に対

しては、中小企業の海外展開支援施策とも連携しつつ支援を行うこと。 

三 国の安全等に係る対内直接投資等については、機微技術の流出が生ずることのない

よう、規制の確実な実施を図るとともに、外国投資家に対する必要な措置命令が行え

るよう、投資実施後のモニタリングを強化すること。また、我が国の対内直接投資規

制の考え方が外国投資家に十分理解されるよう、情報提供に努めること。 

四 安全保障上の機微技術の管理強化の観点から、「みなし輸出」管理等の課題につい

て検討を進めること。 

  右決議する。 


